
 

 

２０２３年５月１日 

お 知 ら せ 

         医療法人弘仁会 島田病院 

当院は、保険医療機関です。 

下記のとおり東北厚生局長へ届出を行っています。 

当院は認知症治療病棟入院料１、精神病棟１５対１入院基本料の届出を行っています。 

 

Ⅰ 認知症治療病棟入院料１（病棟Ａ・Ｂ） 

１ 認知症治療病棟（入院料１）では、１日に９人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。 

  なお、同病棟の時間帯ごとの職員の配置は次のとおりです。 

（１） ８時３０分～１６時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は７人以内です。 

（２）１６時３０分～ ８時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は３０人以内です。 

２ 精神科作業療法の届出を行っており、患者様の社会生活機能の回復を目的として作業療法を実施しています。 

３ 精神科身体合併症管理加算の届出を行い、精神科以外の診療科の医療体制と連携を取り、精神科医師と内科

医師が協力し、治療を計画的に提供しています。 

４ 医療保護入院等診療料の届出を行い、患者様の適切な処遇を実施しています。患者様個人の尊厳を尊重し、

その人権に配慮しています。また、患者様の自由の制限は必要最小限としています。 

５ 精神科退院時共同指導料１の届出を行い、外来を担う多職種チームが、他の保険医療機関の精神病棟に入院

中の患者に対し、退院後の療養上必要な説明及び指導を共同で行い、支援計画を作成しています。 

６ 入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を、適時（夕食

については午後６時以降）、適温で提供しています。 

Ⅱ 精神病棟１５対１入院基本料（病棟Ｃ・病棟Ｄ） 

１ 精神病棟（１５対１入院基本料）では、１日に１６人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務してい

ます。 

  なお、同病棟の時間帯ごとの配置は次のとおりです。 

（１） ８時３０分～１６時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は６人以内です。 

（２）１６時３０分～ ８時３０分まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は２３人以内です。 

２ 精神科作業療法の届出を行っており、患者様の社会生活機能の回復を目的として作業療法を実施しています。 

３ 医療保護入院等診療料の届出を行い、患者様の適切な処遇を実施しています。患者様個人の尊厳を尊重し、

その人権に配慮しています。また、患者様の自由の制限は必要最小限としています。 

４ 精神科地域移行実施加算の届出を行い、地域移行支援に係る取組を計画的に進めています。 

５ 精神科身体合併症管理加算の届出を行い、精神科以外の診療科の医療体制と連携を取り、精神科医師と内科

医師が協力し、治療を計画的に提供しています。 

６ 看護配置加算の届出を行い、当該病棟における看護職員の最小必要数の７割以上を看護師としています。 

７ 看護補助加算３の届出を行い、看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制を整備しています。 

８ 療養環境加算の届出を行い、病室は 1床あたりの平均床面積が 8㎡以上です。 

９ 精神科退院時共同指導料１の届出を行い、外来を担う多職種チームが、他の保険医療機関の精神病棟に入院

中の患者に対し、退院後の療養上必要な説明及び指導を共同で行い、支援計画を作成しています。 

１０ 入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を、適時（夕



 

 

食については午後６時以降）、適温で提供しています。 


